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匝瑳市こども誰でも通園制度利用案内 

 

 

◆制度について 

　こども誰でも通園制度は、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタ

イルにかかわらない形での支援を行うため、就労要件を問わず保育所等を利用できる

制度です。 

　本制度はつうえんポータル（総合支援システム）により、利用予約等を行います。 

 

 

◆利用対象 

・０歳児６か月から満３歳未満（３歳の誕生日の前々日）の未就園児 

➤利用対象となる期間については P３へ 

※認可外保育施設（企業主導型保育事業所）を利用している児童は対象となります。 

※住民登録が匝瑳市外の方は、登録先の市町村区へお問い合わせください。 

 

 

◆制度利用の流れ 

①匝瑳市子育て支援推進課へ給付認定の申請をする。＜※１＞ 

給付認定の申請は、つうえんポータル上でも可能。 

 

②支給認定証（乳児等支援支給認定証）が届いたら、つうえんポータルで利用したい 

施設を検索し、事前面談を申し込む。施設と面談日や時間を相談する。＜※２＞ 

 

③事前面談日、支給認定証を必ず持参し、施設へ提示する。 

　面談でお子さまの様子の確認や、制度利用の際の注意事項について説明を受ける。 

 

④施設から制度利用の承諾をされたら、つうえんポータルで利用の予約を行う。 

 

⑤利用予約日に登園する。 

 

 

※１　お子さまおひとりにつき、給付認定の申請が必要です。 

※２　初めて利用する施設は、必ず事前面談を行います。 
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◆制度実施施設 

 

・東保育園（私立保育所） 

 

・九十九里ホーム飯倉駅前あかしあこども園（認定こども園）　※年度途中から実施予定 

 

・FLOWER CHILDREN 小規模保育園（小規模保育事業 C 型） 

 

 

 

◇実施方法について 

・一般型　　　施設の入園（所）定員とは別に、制度専用の定員数を設けたものです。 

　　　　　　さらに、施設の在園児と同室で保育を行う在園児合同実施と、専用室 

で制度利用児童の保育を行う専用室独立実施に分かれます。 
 

・余裕活用型　施設の入園（所）定員の空きがある場合に、制度利用児童の受け入れを 

行います。定員の空きがない場合は、制度の利用ができません。 

 

 所在地 

連絡先

実施方法 

利用方法
利用可能時間

定員数（人）

 ０ １ ２

 
野手 6044 番地 

0479-67-5150

余裕活用型 

柔軟利用

8：00～18：30 

（土日祝日を除く）

施設の利用者数 

による

 所在地 

連絡先

実施方法 

利用方法
利用可能時間

定員数（人）

 ０ １ ２

 
飯倉 106 番地 1 

0479-85-5852

余裕活用型 

定期・柔軟利用

7：30～18：30 

（土日祝日を除く）

施設の利用者数 

による

 所在地 

連絡先

実施方法 

利用方法
利用可能時間

定員数（人）

 ０ １ ２

 
今泉 485 番地 

0479-75-4401

一般型 

（在園児合同） 

定期・柔軟利用

8：30～18：30 

（土日祝日を除く）
3 2 2
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◆利用時間について 

・制度を利用できる時間は、利用児童１人当たり、月１０時間です。 

・１日の利用時間は１時間以上、３０分単位で利用可能です。 

・１日の利用時間が１時間未満の場合、切り上げて１時間の利用とします。 

・利用時間は当月分のみ有効であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできま 

せん。 

 

 

◆利用料について 

・利用料は、利用児童１人１時間当たり、３００円です。 

・利用料は施設へ支払う必要があります。施設によって、都度払いまたは月額払いと 

なります。 

・以下の区分に該当する世帯は、利用料が減免される場合があります。利用料の減免 

を希望される場合、給付認定の申請の際に申出が必要です。 
 

※利用時間を超過した場合の延長料金等に減免は適用されません。 

 

 

◆制度利用対象となる期間について 

・利用対象の最少年齢である「０歳児６か月」は、出生の日が属する月の６か月後の 

月の応当日からです。６か月後の月に応当する日がないときは、その月の末日の翌 

日からとなります。 

 

例）6 月 10 日出生→12 月 10 日から対象 

　　10 月 31 日出生→5 月 1 日から対象 

　　8 月 31 日出生→3 月 1 日から対象（うるう年も同様） 

 

 区分 減免基準

 生活保護世帯 利用料の 10 分の 10

 市町村民税非課税世帯 利用料の 10 分の 8

 市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満の

世帯
利用料の 10 分の 7

 要支援家庭等、利用料の軽減が適当であると市長

が認めた世帯
利用料の 10 分の 5
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◆関連情報 

○つうえんポータル 

　こども誰でも通園制度の利用予約等は、つうえんポータルで行います。 

　必ず登録していただきますようお願いいたします。 

 

○匝瑳市こども誰でも通園制度の詳細について 

　給付認定に係る申請書類やキャンセルポリシーについては、ホームページに掲載さ

れておりますので、制度の利用を検討されている方やこれから利用申請をされる方は

是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】 

匝瑳市子育て支援推進課保育班 

℡：０４７９－７４－３２４５

つうえんポータル 
利用申請画面

つうえんポータル 
ログイン画面

匝瑳市こども誰でも

通園制度 HP


